
令和４年度 第１回加東市都市計画審議会 次第 

 

                   日 時：令和４年８月２日（火） 

                       午後２時から 

                   場 所：加東市役所３階 ３０１会議室 

                        

 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 委員紹介 

 

４ 会長の選任 

 

５ 職務代理者の選任 

 

６ 会議録署名委員の指名（２名） 

 

７ 議事事項 

（１）東条都市計画地区計画の決定について（加東市決定）（諮問） 

 

８ 事務連絡 

 

９ 閉  会 



氏 名 役 職 委員の区分 備 考

1 坂 上 英 彦 嵯峨美術大学　名誉教授
学識経験の

ある者（１号）

2 高 木 厚 子
国立大学法人 兵庫教育大学大学院教
授

学識経験の
ある者（１号）

3 水島あかね
明石工業高等専門学校建築学科准教
授

学識経験の
ある者（１号）

4 長 沼 恒 雄 加東市商工会　副会長
学識経験の

ある者（１号）

5 國 井 久 明 加東市農業委員会　会長
学識経験の

ある者（１号）

6 神 戸 靖 則 みのり農業協同組合　監査室長
学識経験の

ある者（１号）

7 山 本 通 廣 加東市議会議員 市議会の議員（２号）

8 廣畑 貞 一 加東市議会議員 市議会の議員（２号）

9 小 坂 高 司
兵庫県北播磨県民局加東農林振興事
務所長

関係行政機関又は
兵庫県の職員(３号)

10 波 戸 岡 誠 兵庫県北播磨県民局まちづくり参事
関係行政機関又は
兵庫県の職員(３号)

11 西 山 修 一 上三草区長 市民（４号）

12 末 廣 義 隆 穂積区長 市民（４号）

13 溝 端 実
東条東地区代表区長 
長井区長

市民（４号）

加東市都市計画審議会委員名簿
任期：R4.8.1～R6.7.31

（市議会議員はR2.11.1～R4.10.31）
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加東市 都市整備部 都市政策課 

令和４年８月２日：加東市役所３階３０１会議室 



 

資料１

次第４　会長の選任

次第５　職務代理者の選任

次第６　会議録署名委員の指名

　加東市都市計画審議会条例・
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資料２

次第７　議事事項

（１）東条都市計画地区計画の決定について

　　　　　　　　　　　　　（加東市決定）（諮問）
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計画書（案） 

東条都市計画地区計画の決定（加東市決定） 

 

都市計画天神西地区地区計画を次のように決定する。 

名  称 天神西地区地区計画 

位  置 加東市天神の一部 

区  域 計画図表示のとおり 

面  積 約４.３ｈａ 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標  本地区は、加東市東部の既成市街地である天神地域の西部

に位置し、近接する中国自動車道ひょうご東条インターチェ

ンジからのアクセス道路が整備されるなど、交通条件に恵ま

れた地区で、これまで建築協定により秩序ある住宅地を形成

してきた。 

 東条町天神西土地区画整理事業による基盤整備の効果を活

かし、周辺環境と調和のとれた良好な居住空間を確保するこ

とを目標とする。 

土地利用の方針 周辺環境と調和した良好な住環境の形成を図るため、次の

ように土地利用方針を定めるものとする。 

（１）一般住宅地区（Ⅰ） 

良好な居住環境を有する低層住宅地の形成と誘導 

（２）一般住宅地区（Ⅱ） 

良好な居住環境を有する住宅地の形成と誘導 

建築物等の整備の方針 １ 建築物等の用途混在による地域環境の悪化を防ぎ、健全

な地域環境の形成を図るため、建築物等の用途制限を定め

る。 

２ 良好な居住環境を確保するため、敷地面積の最低限度、建

築物等の高さの制限を定める。 

３ ゆとりある空間の創出と隣接地への環境阻害を防ぎ、住

民間の良好な関係を守るため、壁面の位置の制限、建築物の

形態・意匠の制限を定める。また、道路に接する垣又は柵の

構造の制限を行う。 

その他の整備方針  周辺環境に配慮しつつ、良好な都市景観の形成を図るた

め、土地区画整理事業によって整備された敷地高を変えるこ

とのないよう留意するとともに、道路等に面する敷地におい

て擁壁を設置する際には、前面に勾配を設けるなどの配慮に

努めるものとする。 
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地

区

整

備

計

画 

地区の

区分 

地区の名称 一般住宅地区（Ⅰ） 一般住宅地区（Ⅱ） 

地区の面積 約３．１ｈａ 約１．２ｈａ 

建築物

等に関

する事

項 

建築物等の用

途の制限 

建築基準法（昭和 25 年法律

第 201 号）別表第２（ろ）に

掲げる用途に準ずる。ただし、

住宅と同一敷地内で床面積の

合計が 150 ㎡以内の農業倉庫

は、建築できるものとする。 

建築基準法（昭和 25年法律

第 201 号）別表第２（ほ）に

掲げる用途に準ずる。ただし、

次に掲げる建築物は、建築し

てはならない。 

 

（１）畜舎 

 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

190 ㎡ 

建築物の容積

率の最高限度 
150％以下 ― 

建築物の高さ

の最高限度 

１ 建築物の高さの最高限度

は 12ｍとする。 

２ 建築物の各部分の高さに

ついては、次に掲げるもの

以下としなければならな

い。 

(1) 前面道路の反対側の境

界線からの水平距離が、20

ｍ以下の範囲内において

は、当該部分から前面道路

の反対側の境界線までの水

平距離に、1.25 を乗じて

得たもの。 

(2) 当該部分から前面道路

の反対側の境界線または隣

地境界線までの真北方向の

水平距離に 1.25 を乗じて

得たものに、5ｍを加えた

もの 

(3) 軒の高さが 7ｍを超え

る建築物又は地階を除く回

数が 3以上の建築物は、冬

至日の真太陽時による午前

8時から午後 4時までの間

建築物の各部分の高さにつ

いては、次に掲げるもの以下

としなければならない。 

(1) 前面道路の反対側の境

界線からの水平距離が、20

ｍ以下の範囲内において

は、当該部分から前面道路

の反対側の境界線までの水

平距離に、1.25 を乗じて

得たもの。 

(2) 当該部分から前面道路

の反対側の境界線または隣

地境界線までの真北方向の

水平距離に 1.25 を乗じて

得たものに、10ｍを加えた

もの 
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において、それぞれ、平均

地盤面からの高さが 1.5ｍ

の水平面（当該建築物の敷

地内の部分を除く。）に、

敷地境界線からの水平距離

が 5ｍを超える範囲におい

て、敷地境界線からの水平

距離が 10ｍ以内の範囲に

おいて 4時間、10ｍを超え

る範囲において 2.5 時間以

上日影となる部分を生じさ

せることのないものとしな

ければならない。 

壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線まで

の距離は 1ｍ以上とする。ただし、1ｍ未満の距離にある建築

物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合において

は、この限りではない。 

 

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3ｍ以

下のもの 

(2) 物置、その他これらに類する用途に供し、軒の高さが

2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が 5㎡以内のもの 

(3) 住宅に付属する自動車車庫等の建築物で、外壁を有し

ない部分が連続して 4ｍ以上で、かつ、地階を除く階数が

1であるもの 

建築物等の形

態又は色彩そ

の他の意匠の

制限 

兵庫県景観の形成等に関する条例（昭和 60 年兵庫県条例

第 17 号）第 2条第 4号に該当する建築物及び工作物の形態

又は意匠、色彩等については、同条例第 22 条第 1項の大規

模建築物等景観基準のうち、「自然・田園景観ゾーン」に準

ずるものとする。 

垣又は柵の構

造の制限 

道路、歩行者専用道路に面する敷地の部分に塀、垣又は柵

を設置する場合は、生垣又は高さ 1.5ｍ以下の透視可能なフ

ェンスとする。（生垣を支える高さ 0.6ｍ以下の腰積み及び併

設ネット、フェンスを含む。）ただし、当該道路境界線から

0.6ｍ以上後退し、道路との間を緑地又はオープンスペース

とした場合はこの限りではない。 

「区域、地区の区分は計画図表示のとおり」 
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2022/5/24

1

（１）東条都市計画地区計画の
決定について（諮問）

都市計画区域外

東播都市計画区域
（線引き） 東条都市計画区域

（非線引き）

滝野地域

社地域

東条地域

加東市都市計画区域図
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2022/5/24

2

都市計画区域外

東播都市計画区域
東条都市計画区域

地区計画決定予定区域

東条都市計画区域図

地区計画

地区の実情に応じた、地区ごとのまちづくり計画で、生活
に密着した身近な計画です。

建築基準法など全国一律の規制を補い、地区ごとのまちづ
くりを目指すため、街区などの一定のエリア、あるいは共通
した特徴をもつ地区ごとに計画が作られています。

※加東市では、現在、市街化区域内で５つの地区計画が定め
られています。
（河高西地区地区計画、宮ノ下地区地区計画、南山地区地区
計画、天神東掎鹿谷地区地区計画、高岡地区地区計画、矢ノ
元地区地区計画）
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2022/5/24

3

天神地区位置図

建築協定
土地の所有者等が一定の区域を定め、その区域内における建

築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠等に関する基準に
ついての協定（建築協定）を締結することができる。（建築基
準法第69条）

＜天神西地区建築協定＞平成14年8月20日認可
地元の委員で構成される「天神西地区建築協定運営委員会」に
より、建築確認申請提出の前に、区域内の建築物の建築に対す
る審査を行う。
協定の有効期間 認可日から最大20年間

 有効期限 令和4年8月19日
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航空写真

地区計画図案
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6

建築用途（地区別）

一般住宅地区（Ⅰ）

【規制する用途】
・一定規模以上の店舗、飲食店等

事務所等
ホテル、旅館
自動車教習所
倉庫（車庫等）

・遊戯施設、風俗施設の一部
・倉庫業を営む倉庫
・畜舎
・工場（危険性等の大小で区別）

【規制する用途】
・一定規模以上の店舗、飲食店等
・事務所等
・ホテル、旅館
・大学、病院
・自動車教習所
・倉庫（単独車庫等）
・遊戯施設、風俗施設
・倉庫業を営む倉庫
・畜舎 ・工場

一般住宅地区（Ⅱ）

建築物の敷地面積の最低制限
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7

建築物等の高さの最高限度（斜線の制限）

前面道路の反対側の境
界線からの水平距離が20
m以下の範囲内において、
建築物の当該部分から前
面道路の反対側の境界
線までの水平距離に1.25
を乗じて得たものとする。
（道路斜線）

20m

建築物等の高さの最高限度（斜線の制限）

建築物の当該部分から
前面道路の反対側の境界
線又は隣地境界線までの
真北方向に水平距離に
1.25を乗じて得たものに
5m又は10mを加えたもの
とする。
（北側斜線）
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2022/5/24

8

建築物等の高さの制限（日影規制）

軒の高さが7mを超える建
築物又は3階以上の建築
物は、冬至日の真太陽時
による午前8時から午後4
時までの間において、それ
ぞれ平均地盤面からの高
さが1.5mの水平面に敷地
境界線からの水平距離が
5mを超え10m以内の範囲
において4時間、10mを超
える範囲において2.5時間
以上日影となる部分を生
じさせることのないものと
しなければならない。

壁面の位置の制限
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壁面の位置の制限を受けないもの①

壁面の位置の制限を受けないもの②
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壁面の位置の制限を受けないもの③

建築物等の形態又は意匠の制限
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垣又は柵の構造の制限

高さ1.5ｍ以下の透視可能なフェンス or 生垣

垣又は柵の構造の制限を受けないもの
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2022/6/30

1

公告・縦覧
令和4年6月30日（木）

加東市公告第147号

【縦覧期間】
令和4年7月1日（金）～令和4年7月14日（木）
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